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パワハラ被害を主張する問題社員が 

出現したら会社はどう対処すべきか 
 

～「叱り方」を中心に、ハラスメント規制法の施行への対応～ 
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日時 2020 年１０月 22 日（木）午後１時３０分～午後４時３０分 
 
■このセミナーは Zoom でご受講いただけます。お申し込み後に詳細をメールでお送りします。 
 

近時、「叱れない」人が増えてきました。社会面では、小学校での学級崩壊だけでな

く、最近では大学での学級崩壊も問題視され始めました。 

経済面では、「叱れない」管理職が問題になってきました。「叱れない」管理職の増

加は、若手が育たない、部門のまとまりがない、生産性が下がる、離職率が上がり定

着率が下がる、など様々な形で、会社の体力を奪います。 

その中で、「パワハラ被害を主張する問題社員」は、このような「叱れない」管理職

を生み出し、会社の体力を奪うきっかけとなります。適切に対応するためのポイント

を学びましょう。 

 

     1．パワハラの判例と改正法 
          ・ 最近の判例で注目されているポイント  

          ・ 改正法の確認  

     2．「叱る」ことの必要性と重要性 
          ・ 管理職が人事権を行使する理由と目的  

          ・ 経営学や経営組織論からの「叱る」ことの分析  

          ・ 法律論からの「叱る」ことの分析  

     3．「叱り方」と問題社員対応 
          ・ 「叱り方」  

          ・ 問題社員はなぜ「パワハラ被害を主張する」のか  

     4．おわりに 
          ・ 問題社員対策の視点  

              ～質疑応答～  

 
【講師紹介】早稲田大学法学部、ボストン大学ロースクールを卒業。1995 年に森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事

務所）入所。1999 年からアフラック、みずほ証券、チューリッヒ保険・生命（ジェネラルカウセル）、Seven Rich 法律事

務所等を経て、2020 年から現職。JILA（日本組織内弁護士協会）理事、東京弁護士会労働法委員会副委員長など。  

『法務の技法』シリーズなど、書籍多数。労働法、内部統制、ガバナンス、コンプライアンス、法務実務、金融、リスク管

理、保険、民暴対策、経営コンサルティング関連など、講演多数。  https://profile.ameba.jp/ameba/wkwk224-vpvp 
  

※録音･ビデオ撮影はご遠慮下さい。  

 ■主催  金 融 財 務 研 究 会                     
     h t tp s : / / w w w. k i n y u . c o . j p  

Facebook：https://www.facebook.com/keichoken  
Twitter：https://twitter.com/#!/keichoken  
Blog：https:// www.kinyu.co.jp/blog/ 

  

Zoom セミナー 



 ２０２０年１０月２２日（木） 
１３：３０～１６：３０  
 
本セミナーは Zoom で開催いたします。  

インターネットに繋がるパソコンがあれば、どこでも受講できます。  

参加費をお振込いただいた後に、メールで詳細をお送りいたします。  

 

１名につき３５ ,４００円  
（消費税、参考資料を含む）  
１社２名以上同時に参加お申込みいただいた場合、お２人目から１名につ
き３０,０００円。追加申込みの場合はその旨ご記入下さい。  

 
金融財務研究会   ホームページ https://www.kinyu.co.jp/ 

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 1-10-8 グリンヒルビル  

TEL 03-5651-2030  FAX 03-5695-8005 
 
 

 

ファックス又は郵便にて参加申込書をお送り下さい。上記ホームページの申込欄か
らもお申込いただけます。折り返し、請求書を郵送致します。参加費ご入金後にご
参加方法の詳細をメールでお送りいたします。参加費は下記の普通預金口座に開催
日前日までにお振込み下さい。（但し経理の都合等で間に合わない場合は、ご連絡
いただければお待ちいたします。）又当日ご参加になれなかった場合、当社の他の
セミナーに無料でご出席いただけます。 (但し新しいセミナーの参加費との差額が
2,000 円以上の時は差額をお支払いいただきます。また、振替は 1 年以内にお願い
いたします。 ) 

ご記入いただきました個人情報は、当社および関係会社の受講者名簿の整備や今後開催されるセミナ

ーのご案内等に使用します。  

 

普通預金 口座名  (株)金融財務研究会 
 
三菱 UFJ 銀行 本   店  1642356 三井住友銀行  本店営業部  7397637 

三菱UFJ信託銀行 本   店  2818151 みずほ銀行  東京営業部  1427715 

三井住友信託銀行 本店営業部 2993982 りそな銀行  東京営業部  1693669 

      
 

 
切らずにこのままお送り下さい  

  
 
パワハラ被害を主張する問題社員が  
出現したら会社はどう対処すべきか  

【Zoom】 １０／２２  

 
参加申込書 

FAX 03-5695-8005 
 
 
２０２０年  月    日  

【ご連絡・講師へのご質問等ご記入下さい】

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ｾﾐﾅｰｺｰﾄﾞ 1975（Law-k201975）                     

会 社 名  

TEL 

FAX 
 
E-Mail 

所 在 地  
〒  

参加者ご氏名  部課名  

〃   〃   

〃   〃   

〃   〃   

書類送付先  

(同上の場合記入不要)    

ご担当者                   部課名  

TEL                    FAX                                    

お申込の翌日には「受講証・請求書」を発送しておりますが、お手元に届かない場合は、弊社までご連絡下さい。 

開 催 日 

参 加 費 

申 込 先 

申込方法 

振込口座 


